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学術研究推進部会審議体制 概念図（案）

学術研究推進部会における「部会 「委員会 「作業委員会」の役割分担の考え方」、 」、

：学術研究推進部会全体の総括審議部 会

学術に関する中長期的かつ横断的・総合的な推進方策に係る事項の審議

：特定分野の推進方策に係る事項の審議委 員 会

：特定分野に関する審議のうち、個別のプロジェクト等に係る事項の審議作業委員会

（参考）学術研究推進部会の調査審議事項（学術分科会運営規則）

①学術に関する中長期的かつ横断的・総合的な推進方策に係る事項

②特定の分野における学術研究の推進のための具体的な方策及び評価に係る事項

部 会 委 員 会 作 業 委 員 会

【学術分科会】

学術研究推進部会 人文学及び社会科学に関

する委員会（仮称）

大強度陽子加速器計画・評価特定大型学術研究計画に

作業部会（設置済）関する委員会

※当面は設置しない

（合同設置）

（連携・協力）【計画・評価分科会】

原子力分野の研究

（ ）開発に関する委員 核融合研究作業部会 設置済

（部会相当）会


